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【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ  21/14     (2006.01)
   Ｂ６５Ｈ   7/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ  21/00    ３７２　
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【手続補正書】
【提出日】平成22年4月26日(2010.4.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録材の給送が開始される前に該記録材へ転写するトナー像の形成を開始し、転写位置
に搬送されてきたトナー像を、転写位置に給送されてきた記録材に転写する画像形成装置
であって、
　記録材を収容する収容部と、
　次の画像形成に用いられる記録材へ転写するためのトナー像の形成が開始される前に前
記収容部を含めた記録材の搬送経路において現在の画像形成に用いられる記録材の後端が
通過済みとなる検知位置に設けられ、前記収容部に１枚以上の記録材が収容されているか
否かを検知する検知手段と、
　前記検知手段によって前記収容部に記録材が収容されていることが検知された後にトナ
ー像の形成を開始するように制御する制御手段と
を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　各色のトナーに対応する複数の像担持体と、
　前記像担持体の表面を露光することにより静電潜像を形成する露光手段と、
　前記像担持体に形成された静電潜像をトナー像に現像する現像手段と、
　各像担持体に形成されたトナー像を重ね合わせるように中間転写体へ転写する第１転写
手段と、
　前記中間転写体に転写されたトナー像を前記転写位置に搬送されてきた記録材へ転写す
る第２転写手段とをさらに備え、
　前記検知手段は、
　前記像担持体に前記静電潜像の形成が開始されてから前記トナー像が中間転写体に転写
されるまでの時間をＴｄ、前記トナー像が前記中間転写体に転写されてから記録材への前
記転写位置へ到着するまでの時間をＴｂ、前記記録材の給送が開始されてから前記記録材
の先端が前記転写位置へ到着するまでの時間をＴｐ、連続して画像を形成する場合に設け
られる画像形成間隔の時間をＴｇ、記録材の搬送速度をＶｐ、前記収容部に収容されてい
る記録材の先端の位置である給送開始位置から前記検知位置までの距離をＸとすると、
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となる条件式を満たす前記検知位置で記録材が収容されているか否かを検知することを特
徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、
　前記収容部に記録材が収容されていることが確認される前に前記露光手段による露光を
開始させ、前記収容部に記録材が収容されていることが確認された後に前記現像手段によ
る静電潜像の現像を開始することを特徴とする請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記給送開始位置から前記検知位置までの距離Ｘが、前記収容部に収容可能な記録材の
中で搬送方向の長さが最小長の記録材の長さよりも短いことを特徴とする請求項２又は３
に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記収容部に積載された記録材を給送する給送ローラと、
　前記給送ローラによって給送された１枚以上の記録材の中で１枚のみを分離して搬送す
る分離ローラとをさらに備え、
　前記給送開始位置から前記検知位置までの距離Ｘが、前記収容部に収容される記録材の
中で搬送方向の長さが最小長の記録材の長さから前記給送開始位置と前記分離ローラとの
間の距離を減算した長さよりも短いことを特徴とする請求項２又は３に記載の画像形成装
置。
【請求項６】
　前記検知手段は、
　前記収容部の外部であって前記画像形成装置の本体側に配置される、記録材を検知する
ためのセンサを備えることを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の画像形成装
置。
【請求項７】
　前記センサは、
　発光手段と、
　前記発光手段から発光された光による記録材からの反射光を受光する受光手段とを備え
、
　前記検知手段は、
　前記反射光が受光された場合は記録材が前記収容部に収容されていると判断し、前記反
射光が受光されない場合は記録材が前記収容部に収容されていないと判断することを特徴
とする請求項６に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記センサは、
　発光手段と、
　前記発光手段から発光された光を受光する受光手段とを備え、
　前記検知手段は、
　前記光が受光された場合は記録材が前記収容部に収容されていないと判断し、前記光が
受光されない場合は記録材が前記収容部に収容されていると判断することを特徴とする請
求項６に記載の画像形成装置。
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